
議案第５４号 

　　　令和５年度秩父市一般会計補正予算（第３回） 

　令和５年度秩父市一般会計補正予算（第３回）は、次に定めるところによる。 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6,604 千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,185,759 千円とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　 

　歳入歳出予算補正」による。  

 

令和５年６月２１日提出 

秩　父　市　長　　　北　　堀　　　　篤 



１ 歳 入

歳入歳出予算補正第 １ 表

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

16

17

国庫支出金

県支出金

4,252,391

1,810,730

3,303

3,301

4,255,694

1,814,031

2

2

国庫補助金

県補助金

1,103,108

465,847

3,303

3,301

1,106,411

469,148

歳 入 合 計 30,179,155 6,604 30,185,759



２ 歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

3 民 生 費 11,491,098 6,604 11,497,702

2 児童福祉費 4,569,207 6,604 4,575,811

歳 出 合 計 30,179,155 6,604 30,185,759



歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１ 総 括

（歳 入） （単位：千円）

款 補正前の額 補 正 額 計

16

17

国庫支出金

県支出金

歳 入 合 計

4,252,391

1,810,730

30,179,155

3,303

3,301

6,604

4,255,694

1,814,031

30,185,759

令和5年度秩父市一般会計補正予算（第3回）














